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イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
法
律
扶
助
運
動
の
一
側
面
：

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
法
律
扶
助
協
会
創
設
者
・
ア
ド
ナ
ン
・
ブ
ユ
ン
・
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン 

 

島　

田　
　
　

弦 

 

は
じ
め
に 

 　
「
敵
対
的
な
人
物
が
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
法
律
扶
助
協
会
は
、
現
在
ま
で
人
権
侵
害
の
被
害
者
に
対
す
る
弁
護
を
行
い
な
が
ら

闘
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
法
律
扶
助
協
会
の
中
心
人
物
の
一
人
が
、
人
権
侵
害
を
行
っ
た
疑
い
の
あ
る
者
の
弁
護
を

行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
法
律
扶
助
協
会
の
信
用
を
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
る(1)

。」 

 　

ス
ハ
ル
ト
体
制
が
終
わ
っ
て
か
ら
約
四
年
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
法
律
扶
助
協
会
（
Y
L
B
H
I
）
の
幹
部
は
、
記
者
会
見
に
集
ま
っ

た
新
聞
記
者
た
ち
に
そ
う
言
い
放
っ
た
。
彼
が
非
難
し
て
い
る
の
は
、
他
で
も
な
い
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
法
律
扶
助
協
会
の
設
立
者
で
あ

る
弁
護
士
ア
ド
ナ
ン
・
ブ
ユ
ン
・
ナ
ス
テ
ィ
オ
ンA

dnan B
uyung N

asution

で
あ
る
。 

 　

一
九
七
〇
年
の
設
立
以
来
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
法
律
扶
助
協
会
は
、
ス
ハ
ル
ト
体
制
に
よ
る
権
威
主
義
的
な
支
配
と
人
権
抑
圧
に
対

抗
す
る
も
っ
と
も
強
力
な
組
織
、「
民
主
主
義
の
機
関
車
」（Lokom

otif D
em

okrasi

）
と
し
て
、
そ
の
活
動
は
国
内
外
に
知
ら
れ

て
き
た
。
そ
の
創
設
者
が
、
人
権
侵
害
の
実
行
者
を
弁
護
し
て
い
る
と
ま
さ
に
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 　

も
っ
と
も
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
に
も
言
い
分
は
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
自
分
は
弁
護
士
で
あ
り
、
弁
護
士
と
し
て
の
職
業
倫
理
は
弁
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護
を
求
め
て
く
る
依
頼
人
を
拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
、
と
い
う
。 

 　

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
起
き
た
の
か
。
そ
の
背
景
に
あ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
法
と
民
主
主
義
・
人
権
の
関
係
を
、
そ

し
て
法
律
扶
助
協
会
の
歩
み
と
果
た
し
て
き
た
役
割
を
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
こ
れ
ま
で
の
人
生
を
た
ど
り
な
が
ら
描
き
出
し
て
い
き

た
い
。 

 

一
．
生
い
立
ち(2) 

 　

ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
一
九
三
四
年
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
生
ま
れ
た
。 

 　

両
親
は
ス
マ
ト
ラ
島
北
部
出
身
の
バ
タ
ッ
ク
人
で
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
多
数
派
で
あ
る
ジ
ャ
ワ
人
は
、
感
情
を
あ
ら
わ
に
す

る
こ
と
を
下
品
で
、
ま
た
失
礼
な
態
度
と
考
え
、
穏
や
か
さ
を
美
徳
と
す
る
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
バ
タ
ッ
ク
人
は
自
分
の
意
見

や
感
情
を
直
截
に
表
現
す
る
の
が
特
徴
的
な
性
格
で
あ
る
と
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
一
般
的
に
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
せ
い
か
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
弁
護
士
と
軍
人
に
は
、
バ
タ
ッ
ク
人
が
多
い
。 

 　

ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
家
族
は
、
北
ス
マ
ト
ラ
で
は
「
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
二
八
」
と
呼
ば
れ
る
家
系
の
子
孫
で
あ
る
。「
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン

二
八
」
と
は
、
一
九
世
紀
後
半
、
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
政
庁
の
行
っ
た
収
奪
的
な
強
制
栽
培
政
策
に
抵
抗
し
、
逮
捕
投
獄
さ
れ
た
ナ
ス

テ
ィ
オ
ン
姓
の
二
八
人
で
あ
る
﹇N

asution 2004a,1

﹈ 

 　

ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
父
親
は
、
植
民
地
支
配
に
抵
抗
し
た
祖
先
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
オ
ラ
ン
ダ
に
対
抗
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立

運
動
の
活
動
家
で
あ
っ
た
。
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
父
は
、
ま
た
ア
ン
タ
ラ
通
信
お
よ
び
ク
ダ
ウ
ラ
タ
ン
・
ラ
キ
ャ
ッ
ト
紙
等
の
民
族
メ
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デ
ィ
ア
の
設
立
に
も
参
加
し
た
。
一
九
四
五
年
に
は
日
本
軍
の
憲
兵
隊
に
六
ヶ
月
間
拘
束
さ
れ
て
い
る
。 

 　

ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
母
親
は
、
著
名
な
ジ
ャ
ー
リ
ス
ト
で
あ
る
モ
フ
タ
ル
・
ル
ビ
ス
の
親
戚
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン

は
早
く
か
ら
の
ル
ビ
ス
と
親
交
を
持
っ
て
い
た
。 

 　

ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
父
は
、
一
九
四
五
年
八
月
一
七
日
に
独
立
を
宣
言
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
を
潰
そ
う
と
、
オ
ラ
ン
ダ
軍
が

上
陸
し
て
く
る
と
、
独
立
戦
争
に
参
加
し
た
。
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
家
族
は
父
と
と
も
に
ジ
ャ
ワ
島
各
地
を
転
々
と
し
た
。
そ
し
て
、

ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
一
一
歳
の
時
に
、
当
時
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の
臨
時
首
都
の
あ
っ
た
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
公
立
小
学
校
に
入

学
し
た
。 

 　

一
九
四
八
年
に
オ
ラ
ン
ダ
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
勢
力
掃
討
を
め
ざ
す
一
斉
攻
撃
（
第
二
次
警
察
行
動
）
を
行
っ
た
。
こ
の
攻

撃
に
よ
り
、
誕
生
間
も
な
い
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
は
そ
の
実
効
支
配
地
域
の
大
部
分
を
失
っ
た
。
こ
の
年
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は

ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
公
立
中
学
校
に
入
っ
て
い
る
。
彼
は
、
こ
こ
で
オ
ラ
ン
ダ
に
抵
抗
す
る
た
め
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
学
徒
青
年
同

盟
（Ikatan Pem

uda Pelajar Indonesia

）
と
学
徒
運
動
（M

obilisasi Pelajar

）
に
加
入
し
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
の
包
囲
下
で
ジ
ョ

グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
生
活
は
困
窮
を
極
め
た
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
共
和
国
軍
兵
士
が
投
降
し
た
が
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
父
親
は
こ
の

町
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。 

 　

一
九
四
九
年
、
オ
ラ
ン
ダ
・
ハ
ー
グ
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
円
卓
会
議
に
よ
り
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
連
邦(3)

の
独
立
が
承
認
さ
れ

る
と
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
父
親
は
ア
ン
タ
ラ
通
信
を
再
建
す
る
た
め
、
家
族
と
と
も
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
戻
っ
た
が
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン

は
中
学
卒
業
ま
で
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
残
っ
た
。 

 　

中
学
卒
業
後
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
い
っ
た
ん
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
高
校
に
入
学
す
る
が
、
ま
も
な
く
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
高
校
に
転

校
し
た
。
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
が
転
校
し
た
の
は
、
新
設
さ
れ
た
ば
か
り
の
第
一
公
立
高
校
（
S
M
A
N
1
）
で
あ
っ
た
。
ジ
ャ
カ
ル
タ
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に
は
も
う
一
つ
、
第
二
公
立
高
校
と
い
う
高
校
が
あ
っ
た
。
第
二
公
立
高
校
は
オ
ラ
ン
ダ
の
設
立
し
た
予
科
高
校
（Voorbereiden 

H
oger O

nderw
ijs

）
を
前
身
と
し
、
教
授
言
語
も
オ
ラ
ン
ダ
語
、
教
員
も
オ
ラ
ン
ダ
人
で
あ
っ
た
。
他
方
、
第
一
公
立
学
校
は
、

オ
ラ
ン
ダ
に
対
す
る
抵
抗
勢
力
の
子
弟
が
多
く
入
学
し
、
教
授
言
語
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
あ
っ
た
。
一
九
五
一
年
、
自
宅
に
よ
り

近
い
と
こ
ろ
に
高
校
が
新
設
さ
れ
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
そ
こ
へ
転
校
し
た
。 

 　

こ
の
高
校
で
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
生
徒
会
（H

im
punan Pelajar

）
会
長
に
就
き
、
劣
悪
だ
っ
た
学
校
設
備
の
改
善
を
求
め
る
運

動
に
携
わ
っ
た
。
ま
た
、
彼
は
こ
こ
で
は
じ
め
て
デ
モ
を
先
導
し
た
。 

 　

ま
た
、
彼
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
学
徒
青
年
同
盟
支
部
長
に
な
る
が
、
同
盟
本
部
で
は
、
当
時
の
大
統
領
ス
カ
ル
ノ
を
支
持
す
る
左
派

グ
ル
ー
プ
と
、
反
対
す
る
右
派
グ
ル
ー
プ
が
対
立
し
て
い
た
。
次
第
に
左
派
グ
ル
ー
プ
が
優
勢
に
な
っ
た
た
め
、
共
産
党
へ
の
依
存

を
強
め
る
ス
カ
ル
ノ
の
政
治
姿
勢
に
反
対
し
て
い
た
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
、
左
派
グ
ル
ー
プ
の
支
配
を
嫌
い
、
一
九
五
二
年
に
支
部
を

解
散
し
た
。 

 　

高
校
卒
業
後
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
バ
ン
ド
ゥ
ン
工
科
大
学
、
ガ
ジ
ャ
マ
ダ
大
学
に
短
期
間
在
籍
し
た
後
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
大
学
法
学
社
会
学
部
へ
入
学
し
た
。
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
、
工
科
大
学
時
代
に
バ
ン
ド
ゥ
ン
学
生
会
に
は
加
入
し
た
が
、
ジ
ャ

カ
ル
タ
で
は
ど
の
組
織
に
も
加
入
し
な
か
っ
た
。
彼
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
当
時
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
学
生
運
動
が
路
線
対
立
で
分
裂

し
て
い
た
た
め
、
独
立
を
好
ん
だ
彼
は
組
織
に
所
属
し
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
﹇N

asution 2004a, 66

﹈。 
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二
．
検
察
官
へ 

 　

ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
が
、ま
だ
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
い
た
と
き
、南
マ
ル
ク
共
和
国
事
件
（
親
オ
ラ
ン
ダ
的
な
旧
植
民
地
軍
将
兵
が
、

マ
ル
ク
諸
島
ア
ン
ボ
ン
島
な
ど
で
起
こ
し
た
反
乱
事
件
）
の
首
謀
者
ア
ン
デ
ィ
・
ア
ジ
ズA

ndi A
ziz

大
佐
の
裁
判
が
ジ
ョ
グ
ジ
ャ

カ
ル
タ
で
行
わ
れ
た
。
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
ほ
ぼ
毎
回
そ
れ
を
傍
聴
し
た
。
ま
た
、
一
九
五
一
年
に
は
、
ポ
ン
テ
ィ
ア
ナ
ッ
ク
の
ス
ル

タ
ン
・
ハ
ミ
ド
二
世Sultan H

am
id II

が
反
乱
謀
議
で
逮
捕
さ
れ
た
。
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
行
わ
れ
た
こ
の
裁
判
に
も
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン

は
ほ
ぼ
毎
日
傍
聴
に
訪
れ
た
﹇N

asution 2004a, 57 

― 58

﹈。
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
法
曹
へ
の
関
心
を
強
め
て
い
た
。 

 　

一
九
五
〇
年
代
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
言
論
弾
圧
と
汚
職
が
深
刻
化
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
て
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は

検
察
官
に
な
る
こ
と
を
希
望
し
、
一
九
五
六
年
、
大
学
の
準
学
士
を
取
得
し
た
と
こ
ろ
で
検
察
庁
に
応
募
し
、
翌
年
、
ジ
ャ
カ
ル
タ

特
別
区
地
方
検
察
庁
に
配
属
さ
れ
た
。 

 　

ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
、
配
属
後
す
ぐ
に
、
検
察
庁
内
に
設
置
さ
れ
た
汚
職
取
締
チ
ー
ム
（Tim

 Pem
berantas K

orupsi

）
の
ア
シ
ス

タ
ン
ト
と
な
っ
た
。 

 　

ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
そ
の
後
、
検
察
官
と
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
人
ユ
ン
グ
・
ス
ラ
ー
ヘ
ルJung Slaeger

お
よ
び
ヴ
ァ
ン
・
ス
ミ
ス

Van Sm
ith

に
よ
る
破
壊
活
動
事
件
（
武
器
の
準
備
集
合
）
を
担
当
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
は
政
治
色
が
強
く
、
イ
リ
ア
ン
ジ
ャ

ヤ
奪
還
運
動
で
オ
ラ
ン
ダ
と
対
立
す
る
ス
カ
ル
ノ
大
統
領
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
産
党
が
で
っ
ち
上
げ
た
事
件
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て

い
た
。
二
人
の
被
告
人
は
有
罪
判
決
を
受
け
た
が
、
検
察
長
官
は
刑
期
の
三
分
の
二
が
経
過
し
た
と
こ
ろ
で
、
二
名
を
釈
放
し
た
。

そ
の
た
め
、
検
察
長
官
は
大
統
領
・
共
産
党
と
対
立
し
、
そ
の
後
更
迭
さ
れ
た
。 

 　

ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
検
察
官
任
官
後
し
ば
ら
く
し
て
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
郊
外
の
事
件
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
る
。
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
に
よ
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る
と
、
当
時
は
交
通
の
便
が
ま
だ
悪
く
、
多
く
の
同
僚
が
郊
外
で
の
事
件
担
当
を
い
や
が
っ
た
た
め
に
、
彼
が
志
願
し
た
の
だ
と
い

う
﹇2005a: 84

﹈。 

 　

ジ
ャ
カ
ル
タ
郊
外
の
事
件
の
ほ
と
ん
ど
は
、
貧
し
い
一
般
市
民
が
当
事
者
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
そ
の
職
務
の

中
で
、
法
に
も
自
分
の
権
利
に
も
無
知
で
あ
る
貧
し
い
人
々
へ
、
重
い
刑
罰
を
求
刑
す
る
こ
と
に
良
心
の
呵
責
を
覚
え
た
。
こ
の
よ

う
な
体
験
か
ら
、、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
、
貧
し
い
人
々
を
特
に
弁
護
し
よ
う
と
す
る
団
体
あ
る
い
は
個
人
の
必
要
性
に
思
い
を
は
せ

る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 　

一
九
五
八
年
、PR

R
I/Perm

esta

（
一
九
五
〇
年
代
後
半
、中
央
司
令
部
に
よ
る
地
方
軍
整
理
に
反
発
し
た
軍
人
な
ど
が
、ス
ラ
ヴ
ェ

シ
、ス
マ
ト
ラ
、東
部
ジ
ャ
ワ
な
ど
で
起
こ
し
た
大
規
模
反
乱
事
件
）
に
関
与
し
た
被
告
人
た
ち
の
裁
判
を
行
う
た
め
に
、ナ
ス
テ
ィ

オ
ン
は
軍
事
検
察
官
に
任
命
さ
れ
た
。
彼
は
、
こ
の
反
乱
事
件
に
お
い
て
た
い
し
た
役
割
も
果
た
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
重

い
罪
に
問
わ
れ
て
い
る
下
級
兵
士
た
ち
へ
同
情
を
覚
え
、
検
察
官
と
し
て
よ
り
、
む
し
ろ
弁
護
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
い
減

刑
に
努
め
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。 

 　

一
九
五
九
年
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
コ
ロ
ン
ボ
計
画
の
奨
学
金
に
よ
り
同
僚
の
検
察
官
と
と
も
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
メ
ル
ボ
ル
ン

に
留
学
し
た
。  

そ
こ
で
彼
は
、
国
際
法
、
事
件
捜
査
実
務
を
学
ぶ
ほ
か
に
、
シ
ド
ニ
ー
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ソ
リ
シ
タ
事
務
所
や
メ
ル

ボ
ル
ン
の
法
律
扶
助
サ
ー
ビ
ス
で
、
経
済
的
な
困
難
を
抱
え
る
人
々
へ
の
法
律
扶
助
に
関
す
る
制
度
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
学
ぶ
機
会

を
得
た
。 

 　

こ
の
よ
う
に
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
検
察
官
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
着
実
に
積
ん
で
き
た
。
し
か
し
、
一
九
六
〇
年
代
に
入
り
、
ス

カ
ル
ノ
の
独
裁
体
制
が
強
化
さ
れ
、
検
察
に
も
ス
カ
ル
ノ
派
が
台
頭
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
、
ス
カ
ル
ノ
体
制
を

批
判
し
反
共
産
党
の
立
場
を
と
る
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
上
司
と
頻
繁
に
衝
突
し
た
。
そ
の
結
果
、一
九
六
三
年
、ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
「
大



インドネシアにおける法律扶助運動の一側面（島田）

283

学
課
程
を
修
了
す
る
た
め
」
と
い
う
理
由
で
、
自
宅
謹
慎
・
停
職
処
分
と
さ
れ
た
。 

 　

実
際
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
こ
の
機
会
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
学
へ
復
学
し
、「
検
事
総
長
指
揮
権
に
基
づ
く
事
件
捜
査
中
止
」
に
関

す
る
卒
業
論
文
を
書
き
上
げ
、
一
九
六
四
年
に
学
士
号
を
取
得
し
た
。
し
か
し
、
結
局
、
ス
カ
ル
ノ
体
制
の
あ
い
だ
、
ナ
ス
テ
ィ
オ

ン
は
検
察
官
へ
の
復
職
を
許
可
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

 

三
．
検
察
へ
の
復
帰
と
国
会
議
員
へ
の
就
任 

 　

一
九
六
四
年
に
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
、
反
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
産
党
を
標
榜
す
る
ア
ン
ペ
ラ
運
動
（G

erakan A
m

pera

）
の
結
成

に
参
加
し
た
。 

 　

一
九
六
五
年
に
九
・
三
〇
事
件
（
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
起
き
た
青
年
将
兵
に
よ
る
反
乱
事
件
。
事
件
の
真
相
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

こ
の
反
乱
を
鎮
圧
し
た
ス
ハ
ル
ト
の
権
力
掌
握
と
、
ス
カ
ル
ノ
の
失
脚
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
）
が
発
生
し
た
。
こ
の
事
件
を
契
機

に
、
ア
ン
ペ
ラ
運
動
は
他
の
学
生
組
織
と
と
も
に
、
政
府
か
ら
の
共
産
党
排
除
・
ス
カ
ル
ノ
辞
任
を
要
求
す
る
強
力
な
街
頭
運
動
を

展
開
し
た
。
こ
の
と
き
、ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
、ス
カ
ル
ノ
に
替
わ
り
ス
ハ
ル
ト
を
大
統
領
と
し
て
推
す
急
先
鋒
で
あ
っ
た
。
ナ
ス
テ
ィ

オ
ン
は
後
に
ス
ハ
ル
ト
体
制
と
も
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
ス
ハ
ル
ト
は
ま
だ
既
得
権
益

に
と
ら
わ
れ
て
い
な
い
期
待
の
新
星
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
﹇N

asution 2005a, 158

﹈。 

 　

こ
う
し
て
、
ス
ハ
ル
ト
体
制
が
成
立
す
る
と
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
検
察
に
復
帰
し
た
。
さ
ら
に
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
全
議
席
が
任

命
議
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
暫
定
国
会
の
検
察
代
表
議
員
に
も
就
任
す
る
。
こ
れ
は
、
ス
カ
ル
ノ
体
制
下
に
お
い
て
検
察
代
表
議
員
と
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し
て
就
任
し
て
い
た
議
員
二
名
が
、
九
・
三
〇
事
件
後
、
治
安
秩
序
回
復
司
令
部
（K

opkam
tib

）
に
拘
束
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
空

席
補
充
の
措
置
で
あ
っ
た
。
当
時
の
国
会
か
ら
は
、
ス
カ
ル
ノ
派
や
共
産
党
関
係
者
が
軒
並
み
排
除
さ
れ
て
い
た
。
か
わ
り
に
、
当

時
ス
カ
ル
ノ
大
統
領
辞
職
を
要
求
し
て
い
た
運
動
組
織
の
指
導
者
ら
が
国
会
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
国
会
に
お
い
て
反
ス

カ
ル
ノ
派
の
拠
点
と
な
る
と
同
時
に
、
九
・
三
〇
事
件
後
の
混
乱
の
中
で
国
軍
が
権
力
を
掌
握
し
つ
つ
あ
る
こ
と
へ
の
批
判
の
拠
点

と
も
な
っ
た
。 

 　

し
か
し
、
国
会
に
お
け
る
他
の
政
治
勢
力
と
の
交
流
活
動
は
、
検
察
上
層
部
の
好
む
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ナ
ス

テ
ィ
オ
ン
は
し
ば
し
ば
上
司
か
ら
検
察
以
外
の
組
織
と
関
わ
り
合
う
こ
と
を
控
え
る
よ
う
注
意
を
受
け
た
。 

 　

ま
た
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
が
ス
ハ
ル
ト
政
権
の
汚
職
体
質
な
ど
に
つ
い
て
批
判
を
強
め
た
こ
と
も
、
検
察
内
で
の
彼
の
立
場
を
危
う

く
し
た
。
結
局
、
一
九
六
八
年
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
事
実
上
、
検
察
官
を
罷
免
さ
れ
、
北
ス
マ
ト
ラ
・
メ
ダ
ン
へ
の
異
動
命
令
を
受

け
た
。
こ
う
し
て
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
検
察
を
辞
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

四
．
弁
護
士
と
し
て
の
活
動
と
法
律
扶
助
協
会
の
設
立 

 　

ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
、
検
察
官
在
職
中
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
留
学
終
了
後
、
検
察
庁
内
に
ア
メ
リ
カ
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
フ
ェ
ン

ダ
ー
制
度
を
モ
デ
ル
と
し
た
弁
護
部
門
を
設
立
す
る
ア
イ
デ
ア
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、こ
の
ア
イ
デ
ア
は
実
現
せ
ず
、ナ
ス
テ
ィ

オ
ン
が
法
律
扶
助
組
織
設
立
に
実
際
に
動
き
出
す
の
は
、
検
察
官
を
辞
め
、
弁
護
士
と
し
て
の
活
動
を
開
始
し
て
か
ら
で
あ
る
。 

 　

検
察
を
追
わ
れ
た
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
法
律
事
務
所
を
開
い
た
。
そ
の
後
、
知
人
の
紹
介
で
一
九
六
九
年
八
月
に
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ジ
ャ
カ
ル
タ
で
開
催
さ
れ
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
弁
護
士
連
合Persatuan A

dvokat Indonesia, Peradin

の
大
会
に
招
待
さ
れ
、
そ
こ

で
か
ね
て
か
ら
の
法
律
扶
助
制
度
の
ア
イ
デ
ア
を
発
表
し
た
。
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
ア
イ
デ
ア
は
、
大
会
参
加
者
た
ち
に
受
け
入
れ
ら

れ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
弁
護
士
連
合
は
組
織
と
し
て
法
律
扶
助
協
会
を
設
置
す
る
こ
と
、
そ
し
て
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
を
設
置
責
任
者
と
す

る
こ
と
を
決
議
し
た
。 

 　

ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
、
こ
の
と
き
法
律
扶
助
協
会
が
対
象
と
す
る
の
は
「
法
的
文
盲buta hukum

」
で
あ
る
と
述
べ
た
。
ナ
ス
テ
ィ

オ
ン
に
よ
る
と
、法
的
文
盲
と
は
「
文
盲
ま
た
は
低
い
教
育
し
か
受
け
て
お
ら
ず
、法
主
体
と
し
て
の
自
己
の
権
利
を
知
ら
な
い
か
、

自
覚
し
て
い
な
い
社
会
階
層
、
ま
た
は
社
会
的
・
経
済
的
地
位
や
強
力
な
圧
力
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
権
利
を
防
御
し
、
あ
る
い
は

闘
い
取
る
勇
気
を
持
た
な
い
社
会
階
層
」
で
あ
る
﹇N

asution 2004a: 218

﹈。
こ
の
定
義
の
中
に
は
、
す
で
に
法
律
扶
助
協
会
が

個
別
事
件
の
弁
護
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
弁
護
を
必
要
と
す
る
階
層
を
生
む
社
会
自
体
の
改
革
を
も
射
程
に
入
れ
る
と
い
う

発
想
が
見
え
る
。 

 　

も
っ
と
も
、
法
律
扶
助
協
会
の
設
立
に
当
た
っ
て
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
慎
重
に
事
を
運
ん
だ
。
と
く
に
、
法
律
扶
助
協
会
設
立
が
反

体
制
運
動
と
見
な
さ
れ
弾
圧
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
政
府
か
ら
の
承
認
を
得
る
よ
う
努
め
た
。
そ
こ
で
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
学

生
運
動
時
代
か
ら
の
知
己
で
あ
り
、
ス
ハ
ル
ト
側
近
の
一
人
と
な
っ
て
い
た
ア
リ
・
ム
ル
ト
ポA

li M
urtopo

に
、
そ
の
仲
介
の
労

を
執
る
よ
う
頼
ん
だ
。
ム
ル
ト
ポ
は
政
府
の
謀
略
工
作
責
任
者
で
も
あ
り
、
政
党
の
整
理
統
合
や
労
働
組
合
の
翼
賛
化
に
暗
躍
し
た

人
物
で
あ
る
。
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
思
惑
通
り
、
ス
ハ
ル
ト
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
弁
護
士
連
合
の
下
に
法
律
扶
助
協
会
を
設
立
す
る
こ
と

を
承
認
し
た
。 

 　

ま
た
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
ジ
ャ
カ
ル
タ
知
事
ア
リ
・
サ
デ
ィ
キ
ンA

li Sadikin

に
も
法
律
扶
助
協
会
設
立
支
援
を
働
き
か
け
た
。

そ
の
結
果
、
法
律
扶
助
協
会
創
立
時
の
役
員
任
命
は
ジ
ャ
カ
ル
タ
市
庁
舎
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
法
律
扶
助
協
会
へ
は
ジ
ャ



286法政論集　245号（2012）

論　　説

カ
ル
タ
市
が
運
営
資
金
を
交
付
す
る
こ
と
と
な
り
、
協
会
の
財
政
基
盤
も
確
立
し
た
。 

 　

こ
う
し
て
、
法
律
扶
助
協
会
は
当
初
五
名
、
翌
年
さ
ら
に
五
名
の
所
属
弁
護
士
を
採
用
し
発
足
し
た
。 

 

五
．
法
律
扶
助
協
会
の
活
動 

 　

法
律
扶
助
協
会
に
は
設
立
か
ら
五
年
間
で
年
平
均
二
〇
〇
〇
件
の
相
談
が
よ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
、九
〇
％
の
事
件
に
つ
い
て
、

法
律
扶
助
協
会
は
受
任
し
た
。
他
方
、
残
り
一
〇
％
は
扶
助
対
象
条
件
に
当
て
は
ま
ら
な
い
（
貧
困
な
ど
の
経
済
的
要
件
に
該
当
し

な
い
、
法
律
問
題
で
は
な
い
と
い
う
理
由
）
と
し
て
受
理
し
な
か
っ
た
。
事
件
の
種
類
は
民
事
事
件
六
〇
％
、
住
宅
関
係
二
〇
％
、

刑
事
事
件
一
五
％
、
労
働
関
係
五
％
で
あ
り
、
毎
年
七
五
％
が
解
決
に
達
し
て
い
た
﹇N

asution 2004a, 234

﹈。
も
っ
と
も
、
事

件
の
多
く
は
、
法
律
扶
助
協
会
が
当
事
者
同
士
の
交
渉
を
仲
介
す
る
こ
と
に
よ
り
解
決
し
た
。
ま
た
、
重
大
な
事
件
で
は
、
法
律
扶

助
協
会
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
、
事
件
に
関
す
る
世
論
を
喚
起
す
る
こ
と
で
解
決
を
図
っ
た
。
そ
れ
で
も
解
決
に
達
し
な
い
場

合
に
、
法
律
扶
助
協
会
は
訴
訟
を
提
起
す
る
と
い
う
手
段
に
で
た
。 

 　

法
律
扶
助
協
会
の
草
創
期
は
、
ス
ハ
ル
ト
体
制
が
、
権
威
主
義
的
な
開
発
政
策
を
全
面
的
に
展
開
し
て
く
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
土
地
問
題
が
多
く
法
律
扶
助
協
会
に
寄
せ
ら
れ
て
き
た(4)

。
な
か
で
も
、
法
律
扶
助
協
会
を

有
名
に
し
た
の
は
一
九
七
三
年
の
シ
ン
プ
ル
ッ
ク
土
地
事
件
で
あ
る
。
ジ
ャ
カ
ル
タ
中
心
部
に
あ
る
シ
ン
プ
ル
ッ
ク
と
い
う
集
落
に

高
級
住
宅
地
を
建
設
す
る
た
め
に
、
一
〇
八
世
帯
七
〇
〇
人
の
住
民
が
強
制
退
去
さ
せ
ら
れ
た
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
開

発
業
者
と
癒
着
す
る
海
軍
幹
部
が
住
民
を
立
ち
退
か
せ
る
た
め
に
軍
隊
を
動
員
す
る
な
ど
、
ス
ハ
ル
ト
体
制
の
権
威
主
義
的
性
格
が
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如
実
に
現
れ
て
い
た
。
他
方
、
法
律
扶
助
協
会
も
こ
の
事
件
に
関
し
、
法
廷
闘
争
に
戦
略
を
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
住
民
委
員
会

を
組
織
し
世
論
に
訴
え
る
方
法
を
採
り
、
い
わ
ゆ
る
「
構
造
的
法
律
扶
助
」
の
方
向
を
決
定
づ
け
た(5)

。 

 　

社
会
政
治
構
造
の
変
革
を
標
榜
す
る
構
造
的
法
律
扶
助
は
、
国
民
の
政
治
参
加
を
制
限
す
る
ス
ハ
ル
ト
の
権
威
主
義
体
制
と
対
立

す
る
こ
と
と
な
る
。
一
九
七
〇
年
代
半
ば
以
降
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
ス
ハ
ル
ト
体
制
へ
の
不
満
が
高
ま
り
、
数
々
の
政
治
的
事
件

が
発
生
し
た
。
そ
れ
に
関
連
す
る
形
で
、
政
府
は
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
に
対
す
る
弾
圧
を
強
め
て
い
く
。 

 　

そ
の
一
つ
が
、一
九
七
四
年
一
月
に
起
き
た
マ
ラ
リ
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、田
中
角
栄
首
相
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
訪
問
を
き
っ

か
け
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
日
本
企
業
の
過
度
な
経
済
進
出
や
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
と
日
本
企
業
の
癒
着
・
汚
職
に
抗
議

す
る
デ
モ
が
暴
動
に
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
後
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
を
始
め
、
モ
フ
タ
ル
・
ル
ビ
ス
な
ど
ス
ハ
ル
ト
体

制
に
批
判
的
な
知
識
人
が
拘
束
さ
れ
た
。
皮
肉
も
、
逮
捕
さ
れ
た
知
識
人
の
多
く
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
は
新
体
制
を
指
導
す
る
ス

ハ
ル
ト
の
熱
心
な
支
持
者
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
「
当
初
は
立
憲
主
義
の
精
神
を
受
け
、『
純
粋

か
つ
一
貫
し
て
』
憲
法
を
実
施
す
る
意
志
を
持
つ
法
治
国
家
を
標
榜
」﹇N

asution 1981, ix

﹈
し
て
い
た
ス
ハ
ル
ト
の
新
体
制
と
の

決
定
的
な
対
立
に
至
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
事
件
に
よ
る
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
拘
束
は
六
ヶ
月
間
の
長
期
に
お
よ
ん
だ
。 

 　

こ
の
拘
束
は
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
弁
護
士
と
し
て
の
活
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
拘
束
中
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
、
拘
置
所
内

で
九
・
三
〇
事
件
に
逮
捕
さ
れ
た
ま
ま
で
い
る
旧
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
産
党
幹
部
た
ち
と
知
り
合
っ
た
。
反
共
産
党
学
生
運
動
組
織
の

メ
ン
バ
ー
と
し
て
か
つ
て
自
分
の
糾
弾
し
た
共
産
党
幹
部
た
ち
が
、
ス
ハ
ル
ト
体
制
に
よ
り
、
裁
判
も
受
け
ず
に
無
期
限
に
拘
束
さ

れ
、
ま
た
拷
問
に
よ
り
心
身
を
害
す
な
ど
、
法
と
人
権
を
無
視
し
た
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
強
い
衝

撃
を
受
け
た
。
当
時
、プ
リ
ン
セ
ンH

. J. C
. Princen

（
人
権
活
動
家
、独
立
戦
争
中
に
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
へ
帰
化
し
た
）

ら
が
、
共
産
党
員
へ
の
人
権
侵
害
に
つ
い
て
援
護
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
非
常
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ナ
ス
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テ
ィ
オ
ン
は
釈
放
後
、
す
ぐ
に
プ
リ
ン
セ
ン
の
活
動
に
積
極
的
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
す
べ
て
の
者
は
政
治
的

思
想
や
地
位
に
関
わ
り
な
く
、
等
し
く
法
に
基
づ
く
弁
護
を
受
け
る
権
利
を
持
つ
べ
き
と
い
う
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
弁
護
士
と
し
て
の

倫
理
観
が
形
成
さ
れ
た
。 

 　

ス
ハ
ル
ト
体
制
に
よ
る
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
へ
の
攻
撃
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
後
述
の
よ
う
に
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
オ
ラ
ン
ダ
留

学
の
機
会
を
得
る
が
、
こ
の
留
学
中
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
、
タ
ン
ジ
ュ
ン
プ
リ
オ
ク
事
件(6)

に
連
座
し
た
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
ダ
ル
ソ

ノH
. R

. D
arsono

退
役
中
将
の
弁
護
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
一
時
帰
国
し
、
弁
護
活
動

を
行
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
中
央
ジ
ャ
カ
ル
タ
地
方
裁
判
所
で
の
判
決
言
渡
し
の
際
、
裁
判
官
が
判
決
文
中
で
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン

ら
被
告
側
弁
護
人
の
行
っ
た
「
事
件
は
、
政
府
が
計
画
し
関
与
し
て
い
た
」
と
い
う
弁
論
が
、「
不
適
当
、
非
倫
理
的
」
で
あ
る
と

指
摘
し
た
。
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
、
判
決
言
渡
し
を
中
断
さ
せ
、
公
判
廷
で
こ
の
部
分
に
つ
い
て
抗
議
し
た
。
司
法
大
臣
は
、
こ
の
ナ

ス
テ
ィ
オ
ン
の
行
動
が
、
最
高
裁
判
所
法
お
よ
び
通
常
裁
判
所
法
に
抵
触
す
る
と
し
て
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
一
年
間
の
弁
護
士
実
務

許
可
取
消
し
を
決
定
し
た
。 

 　

ス
ハ
ル
ト
政
権
に
よ
る
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
へ
の
攻
撃
は
ま
だ
続
い
た
。
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
オ
ラ
ン
ダ
留
学
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
オ

ラ
ン
ダ
政
府
の
協
定
に
基
づ
く
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
い
た
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
教
育
文
化
大
臣
は
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
か
ら
こ
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
く
留
学
資
格
を
剥
奪
す
る
こ
と
も
決
定
し
た
。 
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六
．
オ
ラ
ン
ダ
留
学
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
憲
法
史
研
究 

 　

ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
、
オ
ラ
ン
ダ
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
法
学
協
力
委
員
会
（N

ederlandsche R
aad voor Juridische Sam

enw
erking 

m
et Indonesie

）
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
オ
ラ
ン
ダ
法
学
協
力
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
オ
ラ
ン
ダ
留
学
の
機
会
を
得
て
い
た
。
こ
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
大
学
に
留
学
・
研
究
し
た
後
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
大
学
へ
博
士
論
文
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
上
述
の
よ
う
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
は
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
留
学
資
格
を
剥
奪
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た

め
、
彼
は
予
定
し
て
い
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
学
法
学
部
へ
の
博
士
論
文
提
出
が
不
可
能
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
留

学
先
で
あ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
国
立
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
法
学
部
へ
博
士
論
文
を
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 　

ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
に
お
い
て
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
法
・
政
治
の
専
門
家(7)

か
ら
指
導
や
薫
陶
を
受
け
な
が
ら
、
五
年
間

か
け
て
博
士
論
文
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
立
憲
政
府
へ
の
熱
意
：
一
九
五
六
年 

― 

一
九
五
九
年
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
制
憲
議
会
に

関
す
る
社
会
的
・
法
的
研
究
」﹇N

asution 1992
﹈
を
完
成
さ
せ
、
一
九
九
二
年
に
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
よ
り
博
士
号
を
取
得
し
た
。 

 　

こ
の
論
文
は
、
一
九
五
六
年
に
設
置
さ
れ
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
制
憲
議
会
に
お
け
る
議
論
か
ら
、
当
時
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て

立
憲
民
主
主
義
体
制
へ
の
合
意
の
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
一
九
四
五
年
八
月
の
独
立
の
際
に
憲
法
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
憲
法
）
を
制
定
し
た
後
、
一
九
四
九
年
と

一
九
五
〇
年
に
新
た
な
憲
法
（
そ
れ
ぞ
れ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
連
邦
憲
法
お
よ
び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
暫
定
憲
法
）
を
制
定

し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
い
ず
れ
の
憲
法
も
暫
定
憲
法
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
た
め
、
一
九
五
六
年
に
正
式
な
憲
法
を
制
定
す

る
た
め
の
制
憲
議
会
が
設
置
さ
れ
た
。
制
憲
議
会
議
員
選
挙
は
、
一
九
五
五
年
に
行
わ
れ
た
第
一
回
国
会
総
選
挙
の
直
後
に
行
わ
れ

た
が
、
議
席
の
過
半
数
を
制
す
る
政
党
は
な
く
、
制
憲
議
会
内
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
民
党
な
ど
の
民
族
主
義
諸
政
党
、
ナ
フ
ダ
ト
ゥ
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ル
・
ウ
ラ
マ
ー
な
ど
の
イ
ス
ラ
ム
系
諸
政
党
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
産
党
、
そ
し
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
社
会
党
を
中
心
と
す
る
社
会
民
主

主
義
を
標
榜
す
る
諸
政
党
が
議
席
を
分
け
合
い
対
立
し
て
い
た
。
ま
た
、
制
憲
議
会
外
部
を
見
て
も
、
議
会
制
民
主
主
義
を
望
ま
な

い
勢
力
や
、
地
方
に
お
け
る
反
乱
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、
内
閣
は
一
年
も
持
た
ず
に
頻
繁
に
交
代
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
治
は
混
乱

し
て
い
た
。 

 　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
、
ス
カ
ル
ノ
大
統
領
は
、
混
乱
の
原
因
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
固
執
す
る
政
党
お
よ
び
議
会
制
民
主
主

義
に
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、ス
カ
ル
ノ
は
、議
会
制
民
主
主
義
に
代
わ
り
、大
統
領
へ
権
限
を
集
中
し
た
「
指
導
民
主
主
義
」

構
想
を
掲
げ
た
。
こ
の
指
導
民
主
主
義
構
想
に
基
づ
き
、
一
九
五
九
年
、
ス
カ
ル
ノ
大
統
領
は
制
憲
議
会
を
解
散
し
、
大
統
領
に
強

い
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
が
可
能
な
一
九
四
五
年
憲
法
の
再
公
布
を
強
行
し
た
。 

 　

こ
れ
以
降
、一
九
九
八
年
に
ス
ハ
ル
ト
第
二
代
大
統
領
が
辞
任
す
る
ま
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、一
九
四
五
年
憲
法
下
に
お
い
て
、

一
貫
し
て
大
統
領
が
強
力
な
権
力
を
保
持
す
る
政
治
体
制
が
続
い
た
の
で
あ
る
が
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
状
況
・

政
治
状
況
に
つ
い
て
、「
現
在
の
憲
法
は
、
い
か
な
る
反
対
派
も
容
認
さ
れ
な
い
と
い
う
政
治
的
神
話
に
奉
仕
す
る
も
の
」
で
あ
り
、

そ
し
て
「
そ
の
神
話
は
、
制
憲
議
会
の
い
わ
ゆ
る
『
行
き
詰
ま
り
』
に
お
い
て
頂
点
に
達
し
た
一
九
五
〇
年
代
の
議
会
制
民
主
主
義

の
失
敗
と
さ
れ
る
も
の
に
由
来
し
て
い
る
」﹇N

asution 1992, ix

﹈
と
す
る
。 

 　

そ
し
て
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
こ
の
博
士
論
文
に
お
い
て
、
一
九
四
五
年
九
月
頃
か
ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
政
治
指
導
者
の
間
に
は
民

主
主
義
的
傾
向
が
優
勢
で
あ
っ
た
こ
と
﹇N

asution 1992, 15 
― 27
﹈、
ま
た
、
一
九
四
九
年
以
降
の
憲
法
お
よ
び
制
憲
議
会
の
議
論

で
は
、
憲
法
に
よ
る
人
権
保
障
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
、
各
政
党
間
で
明
確
に
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
特
に
、
制
憲
議
会
は
全

会
一
致
で
、
人
間
に
固
有
で
あ
り
、
全
て
の
人
間
文
明
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
人
権
の
普
遍
的
有
効
性
を
承
認
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
﹇N

asution 1992, 407

﹈。 
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ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
論
文
は
、
西
洋
の
人
権
概
念
や
自
由
民
主
主
義
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
伝
統
と
相
容
れ
な
い
も
の
と
し
、
政
治
的

自
由
の
制
限
を
正
当
化
し
て
い
た
ス
ハ
ル
ト
体
制
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 　

こ
の
論
文
は
、
一
九
九
二
年
に
英
語
の
ま
ま
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
内
で
出
版
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
の
た
め
に
、
治
安
当
局

は
同
書
の
流
通
を
禁
止
し
、
ま
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
内
の
大
学
で
同
書
を
利
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
秘
密
指
令
を
出
し
た
と
さ
れ

る
。 

 

七
．
再
び
法
律
扶
助
協
会
へ 

 　

一
九
九
二
年
に
帰
国
し
た
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
再
び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
法
律
扶
助
協
会
事
務
局
長
に
就
任
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
で
の
私
費

留
学
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
経
済
的
に
逼
迫
し
て
い
た
が
、
当
時
、
法
律
扶
助
協
会
は
財
政
問
題
で
混
乱
し
て

い
た
た
め
、
法
律
扶
助
協
会
顧
問
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
請
わ
れ
て
就
任
に
応
じ
た
。 

 　

一
九
九
〇
年
頃
か
ら
九
四
年
頃
ま
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
「
開
か
れ
た
政
治
」（keterbukaan

）
と
呼
ば
れ
一
時
的
に
政
府
に
批

判
的
な
政
治
的
表
現
、
プ
レ
ス
の
自
由
が
容
認
さ
れ
る
時
期
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
、
再
び
政
府
は
反
対

勢
力
の
締
め
付
け
に
転
じ
た
。
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
が
法
律
扶
助
協
会
事
務
局
長
に
復
帰
し
た
の
は
こ
の
よ
う
な
時
期
で
あ
る
。 

 　

こ
う
し
て
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
表
現
の
自
由
に
関
わ
る
重
要
な
事
件
を
法
律
扶
助
協
会
と
し
て
弁
護
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

時
期
に
法
律
扶
助
協
会
の
関
与
し
た
代
表
的
な
事
件
と
し
て
、
テ
ン
ポ
誌
事
件
、
マ
ル
シ
ナ
事
件
、
S
B
S
I
事
件
を
概
観
し
て

み
る(8)

。 
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一
九
九
四
年
、
情
報
大
臣
は
テ
ン
ポ
誌
な
ど
三
誌
の
出
版
経
営
許
可
を
取
り
消
し
た
。
テ
ン
ポ
誌
事
件
は
、
こ
の
大
臣
決
定
に
対

し
同
誌
編
集
長
お
よ
び
従
業
員
が
決
定
無
効
を
求
め
る
行
政
訴
訟
を
提
起
し
た
事
件
で
あ
る
。
こ
の
訴
え
に
対
し
、
中
央
ジ
ャ
カ
ル

タ
行
政
裁
判
所
お
よ
び
ジ
ャ
カ
ル
タ
高
等
行
政
裁
判
所
は
、
出
版
経
営
許
可
の
取
消
し
は
、
プ
レ
ス
基
本
法
の
禁
止
す
る
発
行
禁
止

処
分
に
該
当
し
、
し
た
が
っ
て
違
法
な
行
政
決
定
で
あ
る
と
す
る
原
告
勝
訴
の
判
決
を
下
し
た
。
し
か
し
、
最
高
裁
判
所
は
出
版
経

営
許
可
取
消
し
と
発
行
禁
止
は
法
的
に
異
な
る
処
分
で
あ
り
、
大
臣
の
決
定
は
合
法
で
あ
る
と
下
級
審
と
は
逆
の
判
決
を
下
し
た
。 

 　

マ
ル
シ
ナ
事
件
と
は
、
一
九
九
三
年
、
東
部
ジ
ャ
ワ
の
工
場
で
労
働
争
議
を
指
揮
し
て
い
た
女
性
マ
ル
シ
ナ
が
暴
行
の
う
え
殺
害

さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
当
初
か
ら
治
安
当
局
に
よ
る
殺
害
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
警
察
は
彼
女
の
勤
務
し
て
い
た
工
場
の

経
営
者
ら
を
逮
捕
・
起
訴
し
た
。
法
律
扶
助
協
会
を
中
心
と
し
た
被
告
人
弁
護
団
は
、
こ
の
逮
捕
は
治
安
当
局
に
よ
り
で
っ
ち
上
げ

ら
れ
た
え
ん
罪
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
結
果
、
控
訴
審
お
よ
び
最
高
裁
は
被
告
人
ら
の
自
白
は
、
警
察
の
拷
問
に
よ
る
も
の
で
あ
る

と
し
、
証
拠
不
十
分
で
無
罪
と
し
た
。
ま
た
、
こ
の
事
件
の
調
査
を
行
っ
た
国
家
人
権
委
員
会
も
容
疑
者
の
無
罪
を
指
摘
す
る
報
告

を
行
っ
た
。 

 　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
福
祉
労
働
者
連
合
（
S
B
S
I
）
は
、
官
製
労
働
組
合
で
あ
る
全
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
勤
労
者
連
合
（
S
P
S
I
）

に
対
抗
し
、
一
九
九
二
年
に
設
立
さ
れ
た
非
公
認
労
働
組
合
で
あ
る
。
一
九
九
四
年
、
北
ス
マ
ト
ラ
の
大
都
市
メ
ダ
ン
に
お
い
て

S
B
S
I
の
行
っ
た
ス
ト
ラ
イ
キ
は
、大
規
模
な
暴
動
へ
と
発
展
し
た
。
こ
れ
が
S
B
S
I
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
関
連
し
、

当
局
は
、
S
B
S
I
委
員
長
パ
ク
パ
ハ
ンM

uchtar Pakpahan
（
ス
ト
ラ
イ
キ
現
場
に
は
不
在
）
を
、
非
公
認
労
働
組
合
を
組
織

し
た
こ
と
が
、
正
当
な
労
働
政
策
・
法
令
へ
の
違
反
行
為
を
呼
び
か
け
る
煽
動
罪
に
当
た
る
と
し
て
起
訴
し
た
。
下
級
審
で
は
有
罪

判
決
で
あ
っ
た
が
、
最
高
裁
は
植
民
地
時
代
に
民
族
運
動
弾
圧
を
目
的
に
制
定
さ
れ
た
煽
動
罪
を
、
こ
の
事
件
に
適
用
す
べ
き
で
は

な
い
と
し
て
、
被
告
人
を
無
罪
と
し
た
。 
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こ
れ
ら
の
事
件
に
お
け
る
法
律
扶
助
協
会
の
勝
利
あ
る
い
は
部
分
的
な
勝
利
は
、
実
の
と
こ
ろ
こ
の
時
期
に
多
数
発
生
し
た
政
治

的
事
件
の
中
で
は
例
外
的
の
も
の
で
あ
る﹇
島
田2000, 26

﹈。
し
か
し
、こ
れ
ら
の
判
決
は
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
社
会
に
お
い
て
強
ま
っ

て
い
た
人
権
保
障
お
よ
び
民
主
化
要
求
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
ス
ハ
ル
ト
権
威
主
義
体
制
が
も
は
や
維
持
で
き
な
く
な
り
つ

つ
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。 

 　

法
律
扶
助
協
会
は
、
一
九
九
〇
年
代
初
め
か
ら
一
九
九
八
年
の
ス
ハ
ル
ト
辞
任
に
至
る
こ
の
時
期
、
民
主
化
運
動
の
基
地
と
し
て

も
っ
と
も
活
発
で
あ
っ
た
。
筆
者
が
初
め
て
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
を
法
律
扶
助
協
会
事
務
所
に
尋
ね
た
の
も
こ
の
時
で
あ
り
、
そ
の
事
務

所
は
、
民
主
化
組
織
や
学
生
組
織
の
た
ま
り
場
と
な
り
、
連
日
の
よ
う
に
集
会
が
開
催
さ
れ
て
い
た
。 

 

八
．
法
律
扶
助
協
会
と
の
決
別 

 　

一
九
九
六
年
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
財
政
危
機
を
脱
し
た
法
律
扶
助
協
会
の
事
務
局
長
を
辞
し
、
弁
護
士
事
務
所
を
立
ち
上
げ
た
。

ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
に
よ
る
と
、
彼
の
経
済
状
況
は
も
は
や
法
律
扶
助
協
会
活
動
に
専
念
し
続
け
る
こ
と
を
許
さ
な
く
な
っ
て
い
た
と
い

う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
法
律
扶
助
協
会
の
支
持
者
や
メ
ン
バ
ー
と
の
間
に
軋
轢
を
生
む
き
っ
か
け
な
っ
た
。 

 　

と
り
わ
け
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
が
事
務
所
開
業
後
、
ス
ハ
ル
ト
側
近
で
あ
る
ハ
ビ
ビB

acharuddin Jusuf H
abibie

（
後
に
副
大
統

領
お
よ
び
大
統
領
に
就
任
）
の
経
営
す
る
航
空
機
製
造
会
社
（
I
P
T
N
）
の
顧
問
弁
護
士
を
引
き
受
け
た
こ
と
は
大
き
な
事
件
で

あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ハ
ビ
ビ
は
テ
ン
ポ
誌
事
件
に
お
い
て
、
出
版
許
可
取
消
し
を
情
報
大
臣
に
働
き
か
け
た
人
物
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る(9)

。
他
方
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
に
と
っ
て
は
、
I
P
T
N
顧
問
弁
護
士
を
引
き
受
け
る
こ
と
は
、
事
務
所
を
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維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
営
業
で
あ
っ
た
。
実
際
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
こ
れ
以
降
、
い
く
つ
も
の
国
有
・
国
営
企
業
の
顧
問
弁
護
士

を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。 

 　

ス
ハ
ル
ト
体
制
崩
壊
を
目
前
に
し
た
一
九
九
八
年
五
月
一
二
日
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
ト
リ
サ
ク
テ
ィ
大
学
に
集
結
し
た
デ
モ
隊
に
対

し
、
歩
道
橋
上
か
ら
実
弾
の
発
砲
が
あ
り
、
学
生
四
名
が
射
殺
さ
れ
た
。
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
発
砲
実
行
者
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
警
察

官
二
名
の
弁
護
を
引
き
受
け
た
。
学
生
組
織
の
多
く
は
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
こ
の
行
動
に
不
満
を
持
ち
、
公
判
日
に
は
彼
を
批
判
す
る

デ
モ
も
行
っ
た
。 

 　

一
九
九
九
年
の
東
チ
モ
ー
ル
独
立
住
民
投
票
の
際
、
独
立
派
住
民
に
対
す
る
虐
殺
事
件
が
発
生
し
た
。
そ
し
て
、
陸
軍
将
軍
ら
国

軍
・
警
察
隊
員
が
こ
の
虐
殺
事
件
に
関
与
し
た
と
し
て
、
重
大
な
人
権
侵
害
事
件
を
裁
く
た
め
に
設
置
さ
れ
た
特
設
人
権
法
廷
に
起

訴
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
、
被
疑
者
の
弁
護
を
受
け
る
権
利
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
、
起
訴
さ
れ

た
国
軍
・
警
察
隊
員
の
弁
護
を
引
き
受
け
た
。 

 　

し
か
し
、
こ
の
弁
護
引
き
受
け
に
対
し
て
は
法
律
扶
助
協
会
内
部
さ
え
か
ら
も
強
い
批
判
が
起
き
、
本
章
冒
頭
に
述
べ
た
、
法
律

扶
助
協
会
幹
部
の
発
言
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
、
法
律
扶
助
協
会
内
部
か
ら
の
批
判
に
対
し
、「
現
在
の
法

律
扶
助
協
会
は
当
初
の
理
想
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
。
協
会
は
単
に
国
軍
・
警
察
に
敵
対
す
る
こ
と
だ
け
を
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
真
に
戦
う
べ
き
は
軍
国
主
義
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
横
暴
な
権
力
に
よ
る
暴
力
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
軍
や
資
本

家
だ
け
で
な
く
、
市
民
集
団
の
な
か
に
さ
え
存
在
す
る(10)

」
と
反
論
し
た
。 

 　

ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
弁
護
士
と
し
て
の
活
動
を
広
げ
、
汚
職
事
件
の
被
告
人
、
ア
メ
リ
カ
が
国
際
テ
ロ
組
織
に
指
定
す
る
ジ
ェ
マ
・

イ
ス
ラ
ミ
ア
の
指
導
者
と
さ
れ
る
ア
ブ
・
バ
カ
ル
・
バ
ア
シ
ル
な
ど
の
弁
護
も
手
が
け
た
。 

 　

民
主
化
運
動
を
率
い
て
き
た
法
律
扶
助
協
会
の
考
え
と
、
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
考
え
る
弁
護
士
倫
理
と
は
こ
こ
に
き
て
、
相
当
な
乖
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離
を
持
つ
に
至
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。 

 

お
わ
り
に 

 　

ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
非
常
に
印
象
的
な
人
物
で
あ
る
。
が
っ
し
り
と
し
た
体
つ
き
で
、
黒
い
肌
に
白
髪
、
大
き
な
目
で
話
し
相
手
を

に
ら
み
つ
け
、
声
を
荒
げ
る
法
廷
で
の
姿
は
、
ラ
イ
オ
ン
に
た
と
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で
書
い
て
き
た
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
相
矛
盾

す
る
よ
う
に
も
見
え
る
彼
の
法
律
家
と
し
て
の
行
動
に
明
確
な
評
価
を
下
す
こ
と
は
難
し
い
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
社
会
や
人
々
は
、

古
く
か
ら
伝
わ
る
影
絵
芝
居
ワ
ヤ
ン
の
よ
う
に
正
と
邪
、
闇
と
光
が
互
い
に
複
雑
に
絡
み
合
い
、
時
に
入
れ
替
わ
り
、
混
沌
と
し
て

い
る
。
目
に
見
え
る
関
係
は
真
の
関
係
を
示
さ
な
い
し
、
そ
の
こ
と
は
悪
徳
で
は
な
く
、
社
会
や
人
の
自
然
な
姿
で
あ
る
。 

 　

た
だ
、
彼
が
創
設
し
、
終
始
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
っ
た
法
律
扶
助
協
会
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
法
学
界
、
そ
し
て
社
会
に
与
え
た
影

響
は
大
き
い
。政
治
的
自
由
が
厳
し
く
制
限
さ
れ
る
体
制
下
に
お
い
て
、法
律
扶
助
を
通
じ
た
活
動
は
、数
多
く
の
政
治
事
件
を
法
廷
、

す
な
わ
ち
公
開
の
場
へ
と
引
き
ず
り
出
し
て
き
た
。
そ
の
手
法
は
多
く
の
民
主
化
運
動
の
採
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
き
た
し(11)

、
ま

た
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
人
権
抑
圧
や
開
発
主
義
へ
の
監
視
機
能
を
果
た
し
て
き
た
。
さ
ら
に
、
彼
自
身
、
あ
る
い
は
彼
の
影

響
を
受
け
た
法
律
家
た
ち
の
研
究
活
動
は
、
政
府
に
よ
る
人
権
抑
圧
の
正
当
化
に
対
し
て
、
理
論
的
・
実
証
的
な
批
判
を
展
開
し
て

き
た(12)

。 

 　

し
か
し
、
皮
肉
に
も
、
民
主
化
運
動
が
頂
点
を
迎
え
た
一
九
九
八
年
五
月
の
ス
ハ
ル
ト
辞
任
以
降
、
法
律
扶
助
協
会
は
明
ら
か
に

苦
境
に
陥
っ
て
い
る
。
政
治
的
自
由
の
実
現
は
、
構
造
的
法
律
扶
助
と
い
う
回
り
く
ど
い
方
法
よ
り
も
、
直
接
的
な
政
治
行
動
へ
と
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人
々
を
向
か
わ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
法
律
扶
助
協
会
を
支
え
た
国
外
か
ら
の
援
助
は
、
や
は
り
自
由
化
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
組

織
へ
と
振
り
向
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。 

 　

今
、
法
律
扶
助
協
会
事
務
所
を
尋
ね
る
と
、
か
つ
て
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
閑
散
と
し
た
様
子
に
驚
く
。
敷
地
内
で
日
が
な

議
論
し
あ
っ
て
い
た
学
生
・
活
動
家
た
ち
や
、
開
発
に
よ
る
立
ち
退
き
を
迫
ら
れ
、
そ
の
苦
境
を
訴
え
に
き
て
い
た
貧
し
い
住
民
た

ち
の
団
体
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
無
料
法
律
相
談
を
求
め
て
き
た
庶
民
の
姿
が
ち
ら
ほ
ら
と
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ

れ
で
、
当
初
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
が
考
え
た
素
朴
な
法
律
扶
助
の
姿
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 
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uaya
事
件
（
タ
マ
ン
・
ミ
ニ
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
イ
ン
ダ
ー
公
園
（
一
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

を
建
設
す
る
た
め
に
、五
〇
〇
世
帯
（
二
〇
〇
〇
人
）
を
立
ち
退
か
せ
る
事
件
）、Tanah H

alim
 Perdana K

usum
a

事
件
（
二
〇
〇
〇
人
の
立
ち
退
き
）、

Tanah Sunter Tim
ur

事
件
（
五
八
世
帯
の
も
つ
優
良
水
田
を
倉
庫
団
地
に
す
る
た
め
に
立
ち
退
か
せ
る
計
画
）
な
ど
が
あ
る
。﹇N

asution 2004a, 

205

﹈ 

⑸ 　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
法
研
究
者
で
あ
る
レ
ヴ
に
よ
る
と
、
構
造
的
法
律
扶
助
と
は
「
も
し
貧
困
層
の
無
力
が
単
に
法
的
な
も
の
で
は
な
く
、
根
本
的
に
経
済

的
、
社
会
的
お
よ
び
政
治
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
法
律
扶
助
は
、
そ
れ
が
真
に
効
果
的
で
あ
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
社
会
的
窮
状
の
根
幹
を
変
革
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論　　説

す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
﹇Lev 1987, 20

﹈。
こ
の
「
構
造
的
法
律
扶
助
」
は
、
法
律
扶
助
協
会
の
中
で

対
立
を
は
ら
み
な
が
ら
も
、
法
律
扶
助
協
会
が
ス
ハ
ル
ト
体
制
に
対
抗
す
る
民
主
化
運
動
組
織
と
な
っ
て
い
く
基
盤
と
な
る
﹇Lev 1987, 15

﹈。 
⑹ 　

一
九
八
四
年
、ジ
ャ
カ
ル
タ
北
部
の
港
湾
タ
ン
ジ
ュ
ン
プ
リ
オ
ク
に
お
い
て
、国
軍
兵
士
が
モ
ス
ク
を
侮
辱
し
た
こ
と
に
抗
議
す
る
住
民
デ
モ
に
対
し
、

国
軍
部
隊
が
発
砲
し
多
数
の
死
者
を
出
し
た
事
件
。
こ
の
事
件
後
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
を
中
心
に
爆
弾
テ
ロ
が
相
次
い
だ
。
ま
た
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
政
府

発
表
に
反
対
す
る
文
書
が
作
ら
れ
、
そ
の
署
名
者
が
多
く
逮
捕
さ
れ
た
。 

⑺ 　

ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
は
中
で
も
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
学
犯
罪
学
研
究
所
を
創
設
し
、
当
時
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
に
お
い
て
メ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
ム
デ
ィ
ク
ド

（Paul M
oedikdo M

oeliono
）
と
、
法
社
会
学
教
授
ペ
ー
タ
ー
ス
（A

.A
.G

. Peters

）
の
名
を
あ
げ
て
い
る
。
ペ
ー
タ
ー
ス
は
ナ
ス
テ
ィ
オ
ン
の
博
士

論
文
主
査
を
務
め
た
。 

⑻ 　

こ
れ
ら
の
事
件
の
概
要
お
よ
び
判
決
に
つ
い
て
は
、﹇
島
田2000

﹈
も
参
照
。. 

⑼ 　
﹇
花
崎1998, 188 

― 191

﹈. 

⑽ 　

二
〇
〇
二
年
三
月
一
九
日K

om
pas

紙
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
速
報
版“B

uyung: LB
H

 dan Y
LB

H
I Sudah Jauh M

enyim
pang ”. 

⑾ 　

 ﹇
島
田2012, 115

―117

﹈

⑿　

た
と
え
ば
、﹇Lubis 1993

﹈
な
ど
。


